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Ｑ１ 「助成対象事業に係る事業活動を実施すること」とは何を指すのか 
Ａ１ 茨城県企業連携型ＮＰＯ活動支援事業（以下、本助成事業という。）では、県と協調する企業（以

下、寄付協力企業という。）に、寄付協力企業が希望する事業分野（①環境②教育・文化③青少年・
子ども④医療・福祉⑤まちづくり・防災）、実施地域（①茨城県全域②県北地域③県央地域④鹿行
地域⑤県南地域⑥県西地域）を決めていただき事業を実施しているため、寄付協力企業が希望する
分野の活動を実施するＮＰＯのみが申請可能となります。 
（例１） 
募集事業内容が下記の場合 
・寄付協力企業：（株）Ａ社 
・事業名：（株）A 社 NPO 活動支援事業 
・事業分野：①環境 
・実施地区：③県央地域 
・ＮＰＯへのメッセージ：一緒に地域清掃活動を行える NPO を希望します 

⇒環境分野の活動を行う団体かつ、主な活動場所が県央地域かつ、企業と一緒に活動ができる
団体かつ、清掃活動を行える団体のみが申請可能となります。 

 
Ｑ２ 「原則として、国、県又は市町村等から補助等を受けていないこと」とは 
Ａ２ 申請事業に他の補助（助成）等を受けている場合、経費の明確な按分ができず、事業費の二重計上

等が発生する恐れがあることから、本助成事業においては他の補助（助成）等を受けている事業は
申請不可としております。 

   ただし、他の助成を受けている事業と本助成事業で申請する事業が明確に分けられる場合や市（町
村）から市（町村）内で NPO 活動を行っている団体に対し『一律で補助（助成）』しているもの
についてはこの限りではございません。 
（例１） 
ＮＰＯ法人Ｂが「児童向け学習支援」と「子ども食堂」の２事業を実施しており、「児童向け学習
支援」の活動に対し、市（町村）の補助（助成）を受けているような場合 
①「児童向け学習支援」で本助成事業へ申請を希望する場合 

⇒市（町村）の補助（助成）と重複するため申請不可 
②「子ども食堂」で本助成事業へ申請を希望する場合 

⇒市（町村）の補助（助成）と重複しないため申請可能 
※ただし、「児童向け学習支援」と「子ども食堂」の事業内容・事業経費を明確に分けること

が出来ることが条件 
（例２） 
○○市（町村）内で活動するＮＰＯに対し、○○市（町村）が地域貢献活動を行っている団体に対
し、活動資金として一律１万円を交付しているような場合 

⇒団体に対し、市（町村）が『一律で補助』しているものであるため、申請可能 
 
Ｑ３ 特定非営利活動促進法第29条に規定する書類（事業報告書等）を未提出だが申請は可能か（※

NPO法人のみ該当） 
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Ａ３ 特定非営利活動促進法第29条に規定する書類（事業報告書等）の提出は法人の義務であることか
ら、募集期限時点で特定非営利活動促進法第29条に規定する書類（事業報告書等）の提出期限を
迎えているにもかかわらず、提出が確認できていないＮＰＯ法人からの事業申請は如何なる理由
であっても認められません。 

 
Ｑ４ ＮＰＯ法人ではない任意の団体だが申請は可能か（※任意団体のみが該当） 
Ａ４ 法人格を持たない任意団体の申請も可能です。 
   ただし、任意団体が申請する場合は以下の項目の条件を満たしている必要があります。 

① 組織の運営に関する規則、規約、会則等（以下、規則等という。）があり、会員名簿を備え
ていること 

② 団体の構成員が５名以上であること 
③ 予算・決算及び適正な会計処理を行っていること 
④ 団体の責任者及び事業の連絡責任者が特定できること 
⑤ 宗教活動や政治活動を行う団体でないこと 
⑥ 特定の公職（公職選挙法第３条に規定する公職をいう）にある者、若しくはその候補者、又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動を行う団体でないこと 
⑦ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう）又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと 
 
Q５ 一般社団法人だが申請は可能か 
A５ 本助成事業は対象者を特定非営利活動法人、ボランティア団体等と定めていることから、一般社

団法人等からの交付申請は受け付けておりません。 
 
Ｑ６ これからＮＰＯ法人の設立をする予定だが申請は可能か 
Ａ６ 募集期限内（令和６年６月20日まで）にＮＰＯ法人が設立登記されていれば申請することは可能

です。ただし、期限内にＮＰＯ法人の設立登記が完了していない場合、如何なる理由であっても
NPO法人としての事業申請は認められません（手続き中、申請中は不可）。 

   ただし、募集期限内（令和６年６月20日まで）に任意団体の申請要件を満たせば任意団体として
申請可能となります。 

 
Ｑ７ これから任意団体の設立をする予定だが申請は可能か 
Ａ７ 募集期限内（令和６年６月20日まで）に任意団体の申請要件を満たせれば申請可能となります。 
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